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医
療
証
に
つ
い
て

▼
対
象
と
な
る
方

　

次
の
２
つ
の
条
件
の
ど
ち
ら
に

も
該
当
す
る
方
。

▽
下
記
※
１
に
よ
り
算
出
し
た
市

　

町
村
民
税
所
得
割
相
当
の
額
が
、

　

23
万
５
０
０
０
円
未
満
の
方
。

▽
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

　

方
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は

　

２
級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
。

②
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

　

級
の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
。

③
療
育
手
帳
Ａ
の
交
付
を
受
け
て

　

い
る
方
。

④
国
民
年
金
障
害
等
級
１
級
の
障

　

害
基
礎
年
金
受
給
権
者
。

⑤
精
神
障
が
い
者
で
、
恩
給
法
の

　

特
別
項
症
ま
た
は
第
１
項
症
の

　

増
加
恩
給
、
そ
の
他
公
的
年
金

　

各
法
の
障
害
等
級
１
級
障
害
年

　

金
の
受
給
権
者
。

⑥
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

　

に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第

　

３
の
１
級
程
度
の
方
及
び
別
表

　

第
１
程
度
で
20
歳
以
上
の
方
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　

保
険
証
・
印
鑑
・
対
象
と
な
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
（
身
体

障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
・
療
育
手
帳
・
障
害
年

金
証
書
（
障
害
基
礎
年
金
・
そ
の

他
公
的
年
金
）・
恩
給
証
書
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
証
書
な
ど
）

※
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
所
得
額
、

　

所
得
税
額
の
わ
か
る
も
の
が
必

　

要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
方

　

次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
。

▽
親
の
条
件

　

18
歳
以
下
の
児
童
を
扶
養
し
て

い
る
方
で
、
前
年
の
所
得
に
対
し

て
下
記
※
１
に
よ
り
算
出
し
た
所

得
税
相
当
の
額
が
０
円
と
な
る
方

の
う
ち
、
次
の
ど
ち
ら
か
に
当
て

は
ま
る
方
。

①
配
偶
者
の
な
い
方
。

②
配
偶
者
が
、
重
度
の
心
身
障
が

い
に
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
労
働

能
力
を
失
っ
て
い
る
方
。

▽
子
の
条
件　

次
の
ど
ち
ら
か
に
当
て
は
ま
る
方
。

①
18
歳
以
下
で
前
述
の
親
に
扶
養

　

さ
れ
て
い
る
方
。

②
18
歳
以
下
で
父
母
の
い
な
い
方

（
養
育
し
て
い
る
方
の
前
年
の
所

得
に
対
し
て
下
記
※
１
に
よ
り
算

出
し
た
所
得
税
相
当
の
額
が
０
円

と
な
る
場
合
）。

※
子
が
条
件
②
に
該
当
す
る
場
合

　

は
、
養
育
者
の
方
は
対
象
に
な

　

り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

　

対
象
と
な
る
方
の
保
険
証
・
印
鑑

※
就
労
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

も
の
、
前
年
ま
た
は
前
々
年
の
所

得
額
、
所
得
税
額
の
わ
か
る
も
の

が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
方

　

白
鷹
町
に
お
住
ま
い
の
０
歳
か

ら
中
学
３
年
生
ま
で
の
お
子
さ
ん
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

　

お
子
さ
ん
の
保
険
証
・
印
鑑

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
平
成
25
年
９
月
末
ま
で
に
医
療

機
関
に
か
か
ら
れ
た
お
子
さ
ん
の

医
療
費
を
助
成
し
て
い
ま
す
。
受

診
し
た
翌
月
か
ら
１
年
を
経
過
す

る
と
申
請
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　

お
子
さ
ん
の
保
険
証
・
医
療
費

の
領
収
書
・
印
鑑
・
保
護
者
の
方

の
口
座
番
号
が
わ
か
る
も
の
・
申

請
書
（
町
民
課
国
保
医
療
係
に
備

え
て
あ
り
ま
す
）

身

親

　

現
在
の　

・　

医
療
証
は
平
成

26
年
６
月
30
日
が
有
効
期
限
で
す
。

引
き
続
き
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方

は
更
新
の
手
続
き
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
有
効
期
限
を
確
認
の
う
え
、

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
更
新
の
時
期

　

６
月
23
日
（
月
）〜
30
日
（
月
）

　

な
お
、
新
規
の
申
請
は
随
時
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

※
１
　
税
制
改
正
に
よ
り
扶

養
控
除
が
見
直
さ
れ
、
年
少

扶
養
控
除
及
び
16
歳
か
ら
18

歳
ま
で
の
特
定
扶
養
控
除
の

上
乗
せ
部
分
が
廃
止
と
な
り

ま
し
た
。
医
療
証
の
所
得
の

判
定
に
は
こ
の
影
響
が
及
ば

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
扶

養
控
除
廃
止
前
の
計
算
に

よ
り
所
得
相
当
額
を
算
出
し
、

判
定
し
ま
す
。

※
７
月
１
日
か
ら
子
育
て
支

援
医
療
制
度
が
拡
充
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
医
療
証

の
差
し
替
え
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
対
象
と

な
る
方
に
は
６
月
下
旬
に
ご

案
内
と
医
療
証
を
送
付
し
ま

す
が
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
医

療
機
関
で
の
お
支
払
い
は
不

要
で
す
。
た
だ
し
、
保
険
適

用
外
医
療
費
は
除
き
ま
す
。    

■
医
療
証
・
医
療
費
助
成
の
申
請

　

窓
口　

役
場
１
階　

２
番
受
付

■
問
い
合
わ
せ　

　

町
民
課
国
保
医
療
係

　

☎
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６
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